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象・目的・内容
自立支援教育訓練給付金事業
　母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資
格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経

度

費の２割（4,001円以上100,000円を上限）を支給
するもの
　
高等技能訓練促進費等事業
　母子家庭の母又は父子家庭の父が、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の
受講期間

　

について高等技能訓練促進費を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し入学支援修
事 業 概 要 了一時金を終了後に支給するもの

　市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父
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評 　就労支援等の面談時には事業説明し資格取得を提案しているが、現在、高等技能では２年を上限（月100,000円

説 明 もしくは70,500円）とし、３年目については、必要であれば、母子福祉資金貸付等の対応

事

となるため、生活費・学

価 費等を考えると受講に踏み切れない現実がある。修業期間中の対象者の転入もある。安定した就職を目指す母子家
庭の母又は父子家庭の父への支援として継続すべき施策である。同時に、事業の周

業

知等を要する。

評 価 事業の優先度(緊急性) 4 事業の必要性 1 実施主体の妥当性 4

２ ポイント 直接のサービスの相手方 1 受益者負担の適切さ 5 市民ニーズの把握 2
事 業 の 拡充

次 総合評価
資格の養成訓練の受講期間終了後に、

の

申請者のほぼ全員が関係職業に就職しており、母子家庭等の経済的自立に効

評 果的である。しかし、高等技能訓練促進費については、国の制度改正により、支給期間が短縮され、受講に踏み切

説 明 れず断念せざるを得ない現

概

実がある。これを踏まえ、受講期間３年目における促進費を市独自の施策として給付（

価 ３年目の生活費として母子福祉資金貸付を受けた対象者が市内に就職した場合には返還金を助成）するなど、更に
事業の充実を図る必

要

要があると判断する。
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説 明 や 数 式 養成学校を卒業した人数
活 動

年 度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
指 標 目 標 値 5

実 績 値 2 1
② 経 費 （ 千 円 ） 2,497 1,742

単位当たりのコスト 1,248.5 1,742

指

年

標 名 就職者数（教育訓練給付金） 単　位 人

説 明 や 数 式 訓練講座を受講した者のうち、就職した人数
成 果

年 度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
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実 績 値 0 0
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説 明 や 数 式 養成学校を卒業した者のうち、就職した人数
成 果

年 度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
指 標 目 標 値 5

実 績 値 2 1
② 経 費 （ 千 円 ） 2,

　

497 1,742
単位当たりのコスト 1,248.5 1,742

・教育訓練給付金 １名保育士の通信教育修了予定が、近年の幼児教育で幼稚園教諭資格が必須と考えら26年度通
実績・成果 信教育継続中。他にも希望の声

当

も聞くが、仕事と両立が困難で断念。窓口では、就労支援等の面で事業説明を行う
・高等技能訓練促進費　継続と新規見込みで目標値を設定。継続のみの実績値となる。資格取得により、西脇病院

等 の 説 明 等の医療機関へ勤

初

務し正規雇用で高収入を得るようになった。ひとり親家庭として生涯の就労を考えた時、収入が
安定し身分保障により、家庭内にも余裕が見られるようになる。また、西脇病院への勤務を強く勧めている。

６．評価
評 価 事業

予

の優先度(緊急性) 4 事業の必要性 4 実施主体の妥当性 5

１ ポイント 直接のサービスの相手方 2 受益者負担の適切さ 4 市民ニーズの把握 5
事 業 の 継続実施

次 総合評価
　生活の安定のためには、資格取得を希望する者も多い。


